
 

 

 

 

仕様書 

「大規模・高次元バイオデータに潜在する生命情報を解析する量子

コンピューティング技術の開発」、および 

「生体量子計測を適用可能な生体模倣システムの創製」の 

研究支援業務に係る労働者派遣契約 

 

 

 

 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

 

 

 

 



１. 件名  

「大規模・高次元バイオデータに潜在する生命情報を解析する量子コンピューティン

グ技術の開発」、および「生体量子計測を適用可能な生体模倣システムの創製」の研究

支援業務に係る労働者派遣契約 

 

２. 目的 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）量子生命科学研

究所では、量子論・量子技術と生命科学を融合するための研究開発を行っている。本仕

様書は、量子生命科学研究所にて推進する研究課題「大規模・高次元バイオデータに潜

在する生命情報を解析する量子コンピューティング技術の開発」（以下「課題 A」とい

う。）、および研究課題「生体量子計測を適用可能な生体模倣システムの創製」（以下「課

題 B」という。）の進展にあたり、研究支援業務に従事する労働者の派遣を行うもので

ある。 

3. 業務内容 

量子生命科学研究所・量子再生医工学チームにおいて推進する課題 A と課題 B をサポ

ートする業務として、以下を行う。 

(1) 課題 A と課題 B の推進に関わる実験室の維持管理 

(2) 課題 A と課題 B の推進に関わる二次元培養細胞の維持管理 



(3) 課題 A と課題 B の推進に関わるナノ量子センサーの二次元培養細胞応用と評価 

(4) 課題 B の推進に関わる生体模倣システムの創製と維持管理、生化学的な評価 

(5) その他課題 A と課題 B の推進に関わるに係る業務、庶務等、上長が必要と判断

する業務 

上記、密接不可分・一体的に行われる付随業務で、派遣労働者の就業場所において自

他の業務に関わりなく派遣労働者の業務とされているもの。なお、付随的業務の作業

割合については、休憩時間を除く通常の就業時間の１日または１月の就業時間の３割

以下とする。 

 

４．必要な資格等 

(1) 修士課程修了以上であり、二次元培養細胞の培養や生化学的な評価に関する手

技を有する者。 

(2) がん細胞を含めた二種類以上の細胞種に対して、ヒト由来の二次元培養細胞の

維持管理(融解・継代・凍結)を半年以上 経験したことがある者。 

(3) 生体模倣システムの創製のために、蛍光標識抗体を用いた免疫染色や酵素結合

免疫吸着測定法(ELISA)をはじめとする分子生物学的な評価、ハンギングドロ

ップ法によるスフェロイドの形成に関わる経験が半年以上ある者。また、生体



模倣システムの創製に関わる新たな手技習得にも意欲的に取り組むことができ

る者。 

(4) 二次元培養細胞へのナノ量子センサーの応用・評価に関わる新たな手技習得に

も意欲的に取り組むことができる者。また、二次元培養細胞へのナノ量子セン

サーの応用・評価で使用するマルチチャンネルピペットやマルチウェルプレー

トを取り扱った経験がある者。 

(5) 各種データ管理・統計学に精通し、各種アプリケーションソフト（Word、

Excel、Power Point 等）の操作が可能であり、1 年以上の業務経験を有する

こと。またそれを使った実験データ管理の実務経験が半年以上あること。 

(6) 生命科学に関する内容を取り扱う環境で 1 年以上の連続した実務経験があ

り、上記のスキルを本課題においても遺憾なく発揮することができること。 

(7) 社会人として一般的なビジネスマナーを習得しており、他者と協調して意欲的

に業務に従事できる者。 

 

５. 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

役職を有さない 

 

６．就業場所 



〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川 4-9-1 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

量子生命科学研究所 量子生命医工グループ 量子再生医工学チーム 

 

7．組織単位 

量子生命科学研究所 量子生命医工グループ 量子再生医工学チーム 

 

８．指揮命令者 

量子生命科学研究所 量子生命医工グループ グループリーダー 

 

9．派遣期間 

令和 8 年 6 月１日～令和 9 年 3 月 31 日 

10. 就業日 

• 週 4 日 

• 業務日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）、

その他 QST の指定する日を除き、月曜日から金曜日の範囲で、前月末日までに

要求元と調整する。必要に応じて、業務時間外であっても業務を実施する場合

がある。なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う 



11. 就業時間及び休憩時間 

（１）就業時間 9 時 15 分から 15 時 15 分まで（休憩時間 60 分含む。）  

（２）休憩時間 12 時から 13 時まで 

必要に応じ、業務時間外であっても業務を実施する場合がある。  

なお、業務時間外の労働の対価は、別途精算払いを行う。  

１２．派遣先責任者  

千葉管理部 庶務課長 

13. 人員 

１名 

※派遣労働者が不測事態により業務に従事できず、業務に支障を及ぼすと認められ

る場合は交代要員を配置させる等、QST 職員との協議の上、必要な処置を講じるこ

と。 

 

１４. 派遣労働者を派遣元における無期雇用者もしくは 60 歳以上の者に限定するか否か

の別 

 派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定しない」 

 派遣労働者を「60 歳以上の者に限定しない」 

１５. 服務等 



 一般健康診断については、派遣元が負担、特殊健康診断については、QST が負担

する。 

 派遣労働者は、更衣室を利用できる。 

 派遣労働者は、業務上知り得た情報を、QST の許可なしに第三者に漏らし、又は

利用してはならない。また、業務遂行上で得られた特許等知的財産権は、QST に

属するものとする。 

 QST への通勤は、公共交通機関を利用することとし、車通勤は認めない。 

 

１６. 提出書類 

「指揮命令者」及び「派遣先責任者」に各 1 部ずつ提出すること。 

（１）仕様書「４．必要な要件」に定める資格要件等を有することを証明する資料（派

遣開始前までに） 

（２）労働者派遣事業の許可証（写）（契約後） 

（３）派遣元の時間外休日勤務協定書（写）（契約後） 

（４）派遣元責任者の所属、氏名、電話番号（契約後及び変更の都度速やかに ） 

（５）派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書（契約後及び変更の都

度速やかに） 

（６）派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類（契約後



及び変更の都度速やかに） 

※届出日付または取得日付を含む。ただし、不要な個人情報は黒塗りとすること。 

(7)その他契約上必要となる書類 

※上記（4）の書類には、派遣する労働者の氏名及び性別の記載を含むこと（派遣す

る労働者が 45 歳以上である場合はその旨（60 歳以上の場合はその旨）、18 歳未満

である場合にあっては、年齢を記載すること）。また、派遣する労働者についての健

康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無に関する記

載及び派遣元において無期雇用であるか否かの別、協定対象派遣労働者に限定する

か否かの別についての記載を含むこと。 

 

１７. 検査条件 

毎月履行完了後、QST 職員が、所定の要件を満たしていることを確認したことをも

って検査合格とする。 

 

１８．その他 

（１）派遣期間終了後、派遣労働者を直接雇用する場合は、事前に派遣元に通知す

るものとする。 

（２）派遣元は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技



術力及び高い信頼性を社会に求められていることを認識し、労働者派遣法を始めと

する法令のほか QST の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有

する者を従事させること。 

（３）派遣元は、派遣者に欠務が生じるときは直ちに QST に連絡するものとし、速

やかに交代要員を派遣すること。 

 

１９．グリーン購入法の推進 

（１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを

採用するものとする。 

（２）本仕様に定める提出書類（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本

方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

（要求者） 

所 属：量子生命科学研究所  

氏 名：湯川 博 

所 属：量子生命科学研究所 量子生命医工グループ  

氏 名：嶋田 泰佑 


